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令和５年 第９回農業委員会総会 議事録

１．日 時 令和５年９月８日（金）午前９時２９分～

２．場 所 にかほ市金浦庁舎 第３会議室

３．委員総数 １２名

４．出席した委 １番 佐々木純子 ２番 加藤朋光 ３番 佐々木鋼記

員（１０名） ４番 須田貴志 ５番 齋藤一成 ６番 巴 朋之

７番 須藤孝子 ８番 須田 久 ９番 佐藤久美子

10番 森 孝良 11番 遠藤 豊 12番 小林 豊

（傍聴人 推進委員 伊藤盛雄 ）

５．欠席した委 １番 佐々木純子 ４番 須田貴志

員（２名）

６．総会議長 会長 小林 豊

７．議事録署名 ５番 齋藤一成 ６番 巴 朋之

委員

８．出席した事 事務局長 小森俊英 副主幹班長 村上裕子

務局職員 主査 齊藤雄介

９．議事日程 第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸般の報告

第５ 議案審議

報告第１３号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約)について

・・・【９７件】

報告第１４号 農地の転用事実に関する照会について

・・・【２件】

議案第３３号 農地法第４条の規定による使用目的変更の件について

・・・【１件】
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議案第３４号 農地法第５条の規定による使用目的変更に伴う賃借権設定の

件について ・・・【５件】

議案第３５号 旧農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決

定について ・・・【１１８件】

議案第３６号 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の変更に伴う

意見聴取について ・・・【１件】

◆事務局長 ただ今より、令和５年第９回農業委員会総会を開催いたしま

す。はじめに、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（開会 午前９時２９分）

◇会長 おはようございます。

８月下旬から９月上旬にかけまして、農地パトロールやら研

修会など行事が重なりまして、続けて本日の総会と、お忙しい

中、出席いただきましてありがとうございます。

雨の降らない、そして暑い日が続きまして、ようやく雨が降

って涼しくなって良かったなと思っていましたら、今度は台風

１３号の進路が怪しい予報となっております。新聞におもしろ

い記事が載っておりまして、１３号の進路予想がアメリカと日

本ではだいぶ違っているというものでした。今は異常気象と言

われていますが、それだけ予報が難しくなっているのかなと、

改めて感じたところでございます。

カントリーエレベーターの受入れが１３日からということで、

稲刈りも本格的に始まることになります。本日午後からＪＡの

理事会が開かれまして、５年産米の概算金が決定される予定と

なっております。夜には各地で座談会が開かれまして、そこで

報告されるものと思います。

農業委員会関係では、地域計画の策定が令和６年度末までと

いうことで、今後の１年半は非常に大事な時期となります。皆

様には色々勉強していただき、ご意見をいただければと思いま

す。

本日、議案の件数が多いですが、畑地区ほ場整備の換地に係

るものでありますので、まとめて説明するなど、時間短縮に努

めますので、よろしくお願いします。
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◆事務局長 ありがとうございました。

これより議事に移りますが、その前に議案書の修正をお願い

いたします。議案書５８ページ、議案第３５号－８の利用権を

設定する者の氏名を 齋藤ミサ子 に修正願います。住所の修

正はありません。

それでは議事に移ります。議事の進行は、にかほ市農業委員

会会議規則第６条の規定に基づき会長が議長になりまして進め

させていただきます。会長、よろしくお願いします。

◇議長 それでは審議に入る前に欠席者を報告します。１番 佐々木

純子委員、４番 須田貴志委員より欠席の届け出がありました。

ただ今の出席委員は、委員総数１２名中１０名です。出席委

員は過半数に達しております。よって本日の会議は成立いたし

ます。

◇議長 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。

５番 齋藤一成委員 ６番 巴 朋之委員 の両名にお願い

いたします。

◇議長 日程第２ 会議書記を指名いたします。

会議書記には、本日出席の事務局職員を指名いたします。

◇議長 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

会議の会期は、本日１日限りと決定してご異議ございません

か。

・・・〈異議なしの声あり〉・・・

◇議長 ご異議ないようですので、会期は本日１日限りといたします。

◇議長 日程第４ 諸般の報告

８月２５日、県都市農業委員会会長会による県知事への要望

書提出と県農業会議の臨時総会がありましたが、農協の理事会

と重なったため欠席しております。農業会議の臨時総会は、書

面により議案に賛成しております。臨時総会終了後、農業委員

会会長会議もありましたので、そちらには出席しております。

２９日に開催された釜ケ台地域農業者協議会には、私と遠藤

職務代理、加藤委員、伊藤推進委員に出席いただいております。

３１日に県児童会館で開催された地区別研修会には、事務局

職員含め１３名が参加しております。
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◇議長 日程第５ 議案審議に入ります。

報告第１３号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合

意解約)について上程します。一括して事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書１１ページから３３ページになります。

件数が９７件と非常に多いですが、報告第１３号は全て、畑

地区ほ場整備事業の換地処分完了による解約であります。

換地処分により、これまで従前地で設定していた利用権を引

き継ぐこともできますが、利用権の設定期間が異なっていたり、

利用権の設定されていない農地があったりなど、そのまま引き

継ぐと逆に権利の管理が複雑になってしまうため、換地後の新

しい字地番で権利を設定し直すため解約したものです。

なお、新しい字地番での権利の設定は、議案第３５号に上程

されております。

◇議長 報告第１３号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第１３号については

同意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次に、報告第１４号 農地の転用事実に関する照会について

を上程します。一括して事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書３４ページになります。

農地の転用事実に関する照会が、秋田地方法務局本荘支局よ

りありました。

報告第１４号－１についてであります。位置図、公図を議案

書３５、３６ページに掲載しておりますが、場所は、ＪＲ金浦

駅から線路と平行に、南に約２５０ｍにある、登記地目が田の

土地になります。当該地周辺は住宅地となっており、その住宅

地と同程度に盛土されておりました。迷惑はかけられないため、

委託により草刈り程度の管理は行ってきましたが、十数年間作
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付けされておらず、今後の作付けも見込めないものと判断し、

非農地として回答しております。現地につきましては、小林会

長、須藤委員に確認していただいております。

次に、報告第１４号－２についてであります。位置図、公図

を議案書３７、３８ページに掲載しておりますが、場所は、東

北電力由利変電所から南東に約２ .２㎞、東北電力小出発電所近
くの登記地目が田の土地になります。当該地は周囲を山林に囲

まれており、雑草が伸びておりました。今年の転作確認でも荒

廃地と判断されております。今後も、耕作再開の見込みはない

ものと判断し、非農地として回答しております。現地につきま

しては、佐々木鋼記委員、佐藤敏彦推進委員に確認していただ

いております。

◇議長 報告第１４号－１について補足します。

現地の近くをＪＲ羽越線が通っていまして、かなり前のこと

で詳しいことは忘れてしまいましたが、貨物列車の脱線事故が

ありました。その時にこの土地周辺を、脱線した貨物列車の撤

去作業のために整地したという経緯がありまして、その後住宅

が建てられたりしたところもありましたが、当該地はそのまま

活用されてこなかったというところです。

◇議長 報告第１４号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、報告第１４号については

同意することに決定してご異議ございませんか。

・・・〈異議なしの声〉・・・

◇議長 ご異議ないものと認め、同意することに決定いたします。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第３３号 農地法第４条の規定による使用目的変更の件

について と 議案第３４号 農地法第５条の規定による使用

目的変更に伴う賃借権設定の件について は関連がありますの

で併せて上程します。一括して事務局の説明を求めます。
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◆事務局長 議案書は３９ページからとなります。

議案第３３号と第３４号は、隣接する農地を一体的に砂利採

取の用に供する農地の一時転用であります。

転用申請する土地の一部に、転用事業者の所有する農地が含

まれておりますので、そちらが農地法第４条の規定による許可

申請、それ以外が農地法第５条の規定による許可申請というこ

とになります。

位置図、公図、現況写真を、議案書５１ページから５３ペー

ジに掲載しておりますが、場所は、国道７号線沿いにあるマメ

トラ農機象潟工場の北東約５００ｍ、国道、線路を挟んで株式

会社進プレの向かい側約２００ｍにある、登記地目が畑の土地

です。

現況写真からもわかるとおり、申請地は現在、休耕地となっ

ておりますが、砂地であることから以前は畑として利用されて

いたものと思われます。

以上のようなことから、転用許可の要件である農地区分は、

農振農用地区域内農地となっており、原則転用は出来ませんが、

仮設等の一時的な利用でありますので、不許可の例外として認

められております。また、議案書５０ページ、農地復元計画書

にもあるとおり、砂利採取終了後は農地として再生するという

ことでありますので耕作の再開が期待されます。現地につきま

しては、由利地域振興局職員及び須藤長之助推進委員に確認し

ていただいております。

◇議長 議案第３３号及び第３４号の説明が終わりました。ご質問、

ご意見等ございませんか。

◇議長 暫時休憩いたします。 （午前１０時００分）

◇議長 再開いたします。 （午前１０時０５分）

◇議長 他にございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、始めに議案第３３号につ

いて許可することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・
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◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

◇議長 次に、議案第３４号について許可することに賛成の方の挙手

を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、許可相当の意見を付して知事に進達する

ことに決定します。

◇議長 次の議案に移ります。

議案第３５号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について を上程します。事務局の説明を求め

ます。

◆事務局長 議案書５４ページからとなります。

市長より、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による、農用地利用集積計画の決定を求められております。

利用権設定の計画が合わせて１１８件でありまして、うち賃

借権の新規が１２件、再設定が１０５件、使用貸借権の再設定

が１件で、利用権設定の総面積は1,265,218㎡です。

以上の計画要請の内容は、旧農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を全て満たしていると考えます。

始めに、議案第３５号－１から３までを説明いたします。議

案第３５号－１は、使用貸借権の再設定であります。受人の経

営状況は議案に記載のとおりであります。

議案第３５号－２と３は、いずれも賃借権の再設定でありま

す。それぞれの契約条件並びに受人の経営状況は議案に記載の

とおりであります。

◇議長 議案第３５号－１から３までの説明が終わりました。ご質問、

ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３５号－１から３

について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めま

す。
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・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 次の議案第３５号－４から８と議案第３５号－１３から８２

は受人が同一でありまして、３番 佐々木鋼記委員 と関連が

ありますので、先に、議案第３５号－９から１２について、事

務局の説明を求めます。

◆事務局長 まず、議案第３５号－４以降は、報告第１３号 合意解約の

件でも触れましたが、畑地区ほ場整備事業の換地処分完了に伴

う利用権の設定であります。地域の調整により原則、契約期間

は１０年間、賃借料は、田は8,000円/10ａ、畑は4,000円/10ａ

で統一されております。

それでは議案第３５号－９から１２について説明いたします。

議案書は５９、６０ページになります。

議案第３５号－９と１０は、受人が同一で賃借権の新設であ

ります。本来であれば、農地中間管理事業を利用した賃借権の

設定としたいところでしたが、第３５号－１０の従前地の登記

名義人が渡人の３世代以上前の方で、相続登記まで至らなかっ

たことから、第３５号－９についても、通常の利用権設定とし

たものです。受人の経営状況は議案に記載のとおりであります。

議案第３５号－１１と１２は、受人が同一で賃借権の新設で

あります。こちらは、現況一枚の農地となっておりまして、受

人が換地された農地を借りるのは、議案の渡人２人のみである

ことと、ほ場整備区域外の渡人の農地を、通常の利用権で賃借

していることから、農地中間管理事業を利用しなかったもので

あります。受人の経営状況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第３５号－９から１２までの説明が終わりました。ご質

問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３５号－９から

１２について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求

めます。
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・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 議案番号戻りまして、議案第３５号－４から８及び１３から

８２は ３番 佐々木鋼記委員 と関連がありますので、農業

委員会等に関する法律第３１条及びにかほ市農業委員会会議規

則第１８条、議事参与の制限に該当しますので退席願います。

〈３番 佐々木鋼記委員退席〉 （午前１０時１１分）

◇議長 議案第３５号－４から８及び１３から８２について、事務局

の説明を求めます。

◆事務局長 それでは議案第３５号－４から８について説明いたします。

議案書は５７、５８ページになります。

議案第３５号－４から８は、受人が同一で賃借権の新設であ

ります。こちらも農地中間管理事業を利用した利用権の設定と

したいところでしたが、相続の関係や必要な書類が揃わない、

などの理由から通常の利用権設定となったものであります。

次に、議案書６１ページから９６ページとなります。こちら

も受人が同一で、こちらは農地中間管理事業を利用した賃借権

の設定であります。受人の経営状況は議案に記載のとおりであ

ります。

◇議長 議案第３５号－４から８及び１３から８２までの説明が終わ

りました。ご質問、ご意見等ございませんか。

◇２番 ３５号－４と５は、農地中間管理事業でない賃貸借というこ

加藤委員 とですが、ほ場整備もしていない農地ということですか。

◆事務局長 どちらもほ場整備をしております。ほ場整備には同意頂いて

いたものの、１件はその後所有者が亡くなり相続人不存在とい

うことで、もう１件は、期限までに必要書類の揃う見込みがな

いということで、農地中間管理事業を選択しなかったものです。

◇議長 他にございませんか。
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◇６番 ３５号－６の所有者が自治会となっていますが、自治会に畑

巴委員 として換地されたということですか。

◆事務局長 換地に係る資料を確認したところ、従前地は全て、自治会所

有の山林でありました。ほ場整備の計画でその山林も地区内に

入れたことから、自治会所有の畑として換地されたものと聞い

ております。

◇議長 他にございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３５号－４から８

及び１３から８２について、原案どおり承認することに賛成の

方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 ３番 佐々木鋼記委員の入室を許可します。

〈３番 佐々木鋼記委員着席〉 （午前１０時１７分）

◇議長 続けて事務局の説明を求めます。

◆事務局長 議案書９６ページから１０７ページです。

議案第３５号－８３から１１０は、受人が同一で、農地中間

管理事業を利用した利用権の設定であります。契約条件は既に

ご説明のとおりで、受人の経営状況は議案に記載のとおりであ

ります。

続きまして、議案書は１０８ページからになります。

議案第３５号－１１１から１１３は、受人が同一で、農地中

間管理事業を利用した利用権の設定であります。第３５号－

１１１のみ他の案件と賃借料が異なりますが、受人の法人の代

表者が渡人でありまして、従前から、この賃借料となっている

ものであります。なお、受人の経営状況は議案に記載のとおり

であります。
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議案第３５号－１１４から１１８も、受人が同一で、農地中

間管理事業を利用した利用権の設定でありまして、受人の経営

状況は議案に記載のとおりであります。

◇議長 議案第３５号－８３から１１８までの説明が終わりました。

ご質問、ご意見等ございませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見ないようですので、議案第３５号－８３から

１１８について、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を

求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、原案どおり承認することに決定いたしま

す。

◇議長 次に、議案第３６号 農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想の変更に伴う意見聴取について を上程します。事務

局の説明を求めます。

◆事務局長 議案第３６号は、令和５年４月１に施行された、改正農業経

営基盤強化促進法により、にかほ市が定めている、いわゆる「基

本構想」を改正するため、改正案に対して意見を求められてい

るものであります。

農業経営基盤強化促進法では、改正前から、都道府県には「基

本方針」を定めることを求め、市町村は「基本構想」を定める

ことができることとされておりますが、構想の策定及び変更に

当たっては、農業者等の意見を反映させるため、必要な措置を

講ずることとされております。

にかほ市では合併後、「基本構想」を定め、随時変更してき

てきたところです。今般の改正法の施行を受けて、秋田県では、

６月に「基本方針」を改正、それを受けて、にかほ市でも「基

本構想」を変更しようとするものです。

変更の概要については、本日お配りした、議案第３６号の、

農業委員会宛照会文書のかがみ文をめくってください。基本構

想の変更要旨を添付しております。

主なものとしては、秋田県の基本方針に「農業を担う者の確
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保・育成に関する方針」が追記されたことから、基本構想９ペ

ージの第３に同様の内容を追加しております。

また、改正法で「地域計画」の策定が法定化されたことから、

基本構想１３ページ中ほどに、地域計画策定のための協議の場

の設置方法や地域計画の区域の基準等について追加しようとす

るものです。

◇議長 議案第３６号の説明が終わりました。ご質問、ご意見等ござ

いませんか。

・・・〈なしの声あり〉・・・

◇議長 ご質問、ご意見等ないようですので、議案第３６号について

変更案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。

・・・〈挙手全員〉・・・

◇議長 挙手全員ですので、同意することに決定し、変更案には特に

異議の無い旨の意見書を提出することといたします。

◇議長 以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。

これをもちまして総会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。

（閉会 午前１０時３０分）
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本総会議事録は、にかほ市農業委員会会議規則第２７条の規定によりこれを

作成し、その次第に相違ないことを証明するために下記に署名押印する。

令和５年９月８日

議事録署名委員

総会議長 会長 印

委 員 ５番 印

委 員 ６番 印


